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○ぎふ大野ふるさと応援金推進事業実施要綱 

平成２８年１１月１日 

要綱第２７号 

ぎふ大野ふるさと応援金推進事業実施要綱（平成２７年大野町要綱第１１号）の全部を改正

する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本町へのふるさと納税の推進を図るため、寄附を行った者に対して地元特

産品等を贈呈するぎふ大野ふるさと応援金推進事業（以下「事業」という。）の実施につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） ふるさと納税 本町に対し、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２

及び第３１４条の７の規定に基づく寄附を行うことをいう。 

（２） 地元事業者 町内に本社、支社又は事業所（工場等を含む。）を有する企業、団体、

個人事業者並びに岐阜県共通返礼品取扱事業者又は個人事業者をいう。 

（３） 特産品等 地元事業者が町内で販売、製造、加工、採取又は栽培等をしている商品

及び地元事業者が行うサービス並びに地元事業者が取り扱う本町のPRに資する商品及びサ

ービスをいう。 

（４） 取扱事業者 地元事業者のうち、この要綱の規定に基づき事業への参加を申込み、

第６条第２項の規定による承認を受けたものをいう。 

（５） 返礼品 大野の太鼓判認定制度実施要綱による大野の太鼓判認定品又は地元特産品

等であって、地域産業の振興につながる要素をもつ商品等をいう。 

（返礼品の贈呈） 

第３条 町長は、町外に住所を有し、かつ、１回につき５千円以上の寄附者に対し、別に定める

ふるさと納税金額の区分に応じ、寄附者が選択した返礼品を贈呈する。ただし、寄附者が返

礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。 
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２ 町長は、前項に必要な事務を町が別に契約する委託事業者（以下「委託事業者」という。）

へ委託するものとする。 

（事業参加の公募） 

第４条 町長は、事業に参加する地元事業者を公募するものとする。 

２ 公募は、町ホームページその他町長が適当と認める方法により実施するものとする。 

３ 取扱事業者の申請をすることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する地元事業

者とする。 

（１） 特産品が法令に違反していないこと。 

（２） 町税の滞納がないこと。 

（３） 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号の暴力団員でないこと。 

（４） 委託事業者と契約を締結することが可能であること。 

（事業参加の申込み） 

第５条 事業参加の申込みをしようとする者は、ぎふ大野ふるさと応援金推進事業参加申込書

（様式第１号。以下「申込書」という。）に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものと

する。 

（１） 特産品等の紹介文書及び写真 

（２） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申込書の提出は、委託事業者が提示する所定の申込み様式による提出をも

って、代えることができる。 

（取扱事業者の決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、当該申込みに係る書類等の審

査及び必要に応じて行う実地調査その他の方法により、地元事業者及び特産品等が適当であ

るか否かを調査し、事業への参加の可否を決定するものとする。 

２ 町長は、前項に規定する参加の可否を決定したときは、ぎふ大野ふるさと応援金推進事業参

加承認（不承認）通知書（様式第２号）により、その旨を申込み者に通知するものとする。 

（返礼品の送付） 
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第７条 町長は、寄附者から返礼品の申込みがあったときは、取扱事業者に対して返礼品の発送

に必要な情報等を通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた取扱事業者は、速やかに、返礼品を寄附者に送付するものとする。ただ

し、収穫、製造等の時期が限定される返礼品については、その収穫、製造等の時期に発送す

るものとする。 

３ 町長は、取扱事業者に対し返礼品の送付１件につき、当該返礼品の代金（消費税及び地方消

費税を含む。）及び当該返礼品の送付に要する費用（以下「返礼品代金等」という。）を支

払うものとする。 

（請求） 

第８条 取扱事業者は、返礼品の送付実績等を月毎に取りまとめ、返礼品代金等を請求するもの

とする。 

２ 町長は、前項の規定による報告及び請求を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めら

れる場合は、当該内容の確認を行った日から６０日以内に、当該取扱事業者に対し返礼品代

金等を支払うものとする。 

（取扱事業者の責務等） 

第９条 取扱事業者は、事業に係る事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 取扱事業者は、事業の実施に係る法人等の権利及び義務を町長の許可なく、第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。 

３ 返礼品の提供に係る事故、トラブル等に関しては、取扱事業者として適正に処理をするもの

とする。 

（事業広報への協力） 

第１０条 取扱事業者は、返礼品の写真に係るデータの提供等、本町が事業の広報を目的とした

チラシその他の制作のために必要な協力を行うものとする。 

（承認の辞退） 

第１１条 取扱事業者は、事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに、ぎふ大野ふるさ

と応援金推進事業参加辞退届出書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

（参加承認の取消し） 
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第１２条 町長は、取扱事業者又は返礼品が事業にふさわしくないと認められる場合は、参加承

認を取り消すことができる。 

（情報の保護） 

第１３条 取扱事業者は、第７条第１項の規定により提供を受けた情報等を厳重に取扱うととも

に、返礼品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。取扱事業者でな

くなった後においても同様とする。ただし、返礼品の送付時に同封した取扱事業者のパンフ

レットにより、寄附者から取扱事業者への商品申込み等で入手された個人情報の取扱いにつ

いては、この限りでない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年１１月１日から施行し、同日以後のふるさと納税に係る手続から適

用する。 

（準備行為） 

２ 第４条の規定による事業参加の公募その他の準備行為は、この要綱の施行前においても、行

うことができる。 

附 則（令和３年要綱第９号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

６ この要綱の施行の際、現にこの様式による改正前の要綱の規定により作成されている用紙

（以下「旧様式」という。）がある場合においては、この要綱による改正後の規定にかかわ

らず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。 

附 則（令和７年要綱第３６号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


